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○練馬区情報化管理規程 

平成16年11月１日 

訓令第24号 

企画部 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この規程は、練馬区（以下「区」という。）における情報化の推進およ

び実施について必要な事項を定め、電子情報の処理について適正かつ効率的な

運用を図り、区民の福祉の向上ならびに行政の円滑な運営および信頼性を確保

することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この規程において使用する用語は、個人情報の保護に関する法律（平成

15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。）において使用する用語の

例によるほか、つぎの各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

(1) 課 練馬区組織規則（昭和48年12月練馬区規則第33号）第２条に規定する

課および所、総合福祉事務所、清掃事務所、清掃事業所、会計管理室、練馬

区教育委員会事務局組織規則（平成４年３月練馬区教育委員会規則第１号）

第２条に規定する課、学校教育支援センター、光が丘図書館、子ども家庭支

援センター、練馬区選挙管理委員会規程（昭和39年７月練馬区選挙管理委員

会訓令甲第１号）第14条に規定する練馬区選挙管理委員会事務局、練馬区監

査委員条例（昭和39年４月練馬区条例第３号）第６条に規定する練馬区監査

事務局、練馬区農業委員会事務局処務規則（昭和48年12月練馬区農業委員会

議決）第２条に規定する事務局ならびに練馬区議会事務局条例（昭和48年３

月練馬区条例第９号）第１条に規定する事務局をいう。 

(2) 課長 前号に規定する課の長（農業委員会および議会に置かれる事務局に

あっては次長）をいう。 

(3) 担当課長 練馬区組織規則第５条および練馬区教育委員会事務局組織規

則第３条第２項に規定する担当課長をいう。 
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(4) 情報システム 電子計算組織単体またはネットワークにより構成された

複数の電子計算組織を用いて情報を処理するための仕組みをいう。 

(5) ネットワーク 電子情報の伝達を目的として設置される通信回線網をい

う。 

(6) 情報化 情報通信技術を用いて、区の事務事業に関する情報を総合的かつ

体系的に管理し、活用する機能を高めることをいう。 

(7) 情報化基本計画 情報化を効率的に推進するための、区の情報化に関する

総合的な計画をいう。 

(8) 電子情報 情報システム等で取り扱う、電子的に記録された情報をいう。 

(9) 住民情報システム 企画部情報政策課（以下「情報政策課」という。）が

管理する情報システムで、区の業務の根幹となる住民情報を取り扱うものを

いう。 

(10) 庁内基盤システム 住民情報システム、特例基盤システムおよび共通基

盤以外の情報システムで、複数の課が電子情報の処理を行うための庁内基盤

となるシステムであると第９条に規定する統括情報化管理責任者が特に指定

したものをいう。 

(11) 特例基盤システム 住民情報システム、庁内基盤システムおよび共通基

盤以外の情報システムで、庁内基盤システムに準ずる性質を有するが、情報

システムの特性等から、第10条に定める統括情報システム管理者が第11条に

定める情報化責任者の中から管理者を指名し、その管理運営を委ねるものと

して特に指定したものをいう。 

(12) 共通基盤 前２号の情報システムその他の区の複数の情報システムを効

率的に稼働させるために、仮想化技術を活用し、ハードウェアおよびソフト

ウェアを共有する情報システムをいう。 

(13) 記録媒体 電磁的記録等を格納するための記憶装置をいう。 

(14) 帳票 情報システムから出力された印刷物をいう。 

(15) 重要情報 個人情報保護法第60条第１項に規定する保有個人情報（個人

情報保護法第78条第１項第２号ただし書に掲げる情報を除く。）およびその

情報が脅威にさらされることにより、区政運営に重大な影響を及ぼす情報を
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いう。 

(16) 情報資産 情報システム、ネットワーク、記録媒体、帳票、重要情報を

含む文書およびシステム設計書その他のドキュメント類ならびにこれらで取

り扱われている情報をいう。 

(17) システム評価 事後に情報化の有効性、効率性等について総合的に点検

し、および評価することをいう。 

(18) システム監査 情報システムの信頼性、安全性等について点検し、およ

び評価し、必要に応じ助言または勧告を行うことをいう。 

(19) プロジェクト管理 情報システムを開発するに当たって組織された体制

の活動状況、計画の進捗状況等を適切に管理および監督することをいう。 

(20) 標準 情報システムの効果的かつ効率的な企画および開発のため、統一

的に採用すべきものとして手法、技術、機器等について第10条に規定する統

括情報システム管理者が特に指定したものおよびそれらの総称をいう。 

(21) 情報セキュリティ 情報資産の機密を保持し、ならびに正確性および完

全性を維持し、ならびに定められた範囲での利用可能な状態を維持すること

をいう。 

（平17訓令16・平18訓令11・平19訓令34・平20訓令10・平20訓令21・平

24訓令８・平24訓令26・平26訓令９・平27訓令15・平27訓令32・平28訓

令10・平29訓令12・令３訓令８・令４訓令２・令５訓令11・一部改正） 

（適用範囲） 

第３条 この規程は、区が管理する電子情報および情報資産の取扱いについて適

用する。 

（平20訓令10・一部改正） 

（基本原則） 

第４条 電子情報を処理するに当たっては、個人情報保護法の定めるところによ

り、個人情報の保護に万全の措置を講ずるとともに、適正かつ効率的な行政運

営が確保されるようにしなければならない。 

（令５訓令11・一部改正） 

第２章 情報化実施体制 
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（最高情報化管理責任者） 

第５条 区の情報化に係る施策（以下「情報施策」という。）を立案し、情報化

全体を指導統括する権限および責任を有する者として、最高情報化管理責任者

を置く。 

２ 最高情報化管理責任者は、企画部を担任する副区長（以下「担任副区長」と

いう。）とする。 

３ 最高情報化管理責任者は、第17条第３項の規定により別に定める規定（以下

「企画開発基準」という。）において、最高情報化管理責任者が決定するもの

と区分する情報システムの導入審査に関する事項（以下「最高情報化管理責任

者決定事項」という。）を取り扱う。 

（平19訓令６・平27訓令15・平27訓令31・令３訓令８・一部改正） 

（総合情報化顧問） 

第５条の２ 最高情報化管理責任者の職務を主に技術面から補佐する者として、

総合情報化顧問を置くことができる。 

２ 総合情報化顧問は、情報化および情報通信技術について優れた見識を有する

者のうちから区長が委嘱する。 

３ 前項の規定にかかわらず、総合情報化顧問業務を法人その他の団体（以下「法

人等」という。）に委託する場合は、当該業務を受託した法人等が情報化およ

び情報通信技術について優れた見識を有する者として届け出た者を総合情報化

顧問とする。 

４ 総合情報化顧問は、区の情報化にかかわる事項全般について、専門的見地か

ら助言し、指導を行う。 

（平21訓令24・追加、平22訓令12・平29訓令12・一部改正） 

（IT推進本部の設置） 

第６条 区の情報政策について審議する機関として、練馬区IT推進本部（以下「推

進本部」という。）を置く。 

２ 推進本部は、本部長、副本部長および本部員をもって組織する。 

３ 本部長は担任副区長とし、副本部長は担任副区長以外の副区長とする。 

４ 本部員は、別表第１に掲げる職にある者をもって充てる。 
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５ 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外のものの出席を求め、意

見を聴き、または説明を求めることができる。 

６ 推進本部は、つぎに掲げる事項について調査し、および審議する。 

(1) 情報化基本計画に関すること。 

(2) 情報化基本計画に基づく推進計画の策定、進捗状況の把握および総合調整

に関すること。 

(3) 前２号に掲げるもののほか、本部長が必要と認める事項 

７ 前項に規定するもののほか、推進本部は、最高情報化管理責任者決定事項に

ついて、最高情報化管理責任者の決定前に企画内容を点検し、必要な意見を付

すものとする。 

８ 推進本部の庶務は、情報政策課が処理する。 

９ 推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。 

（平19訓令６・平27訓令31・令３訓令８・一部改正） 

（専門部会） 

第７条 本部長は、必要があると認めるときは、推進本部の審議事項について調

査し、および研究させるため、専門部会を置くことができる。 

２ 専門部会は、本部長が指名した者をもって組織する。 

３ 前２項に定めるもののほか、専門部会について必要な事項は、本部長が別に

定める。 

（情報化運営委員会） 

第８条 区の情報化を推進するため、練馬区情報化運営委員会（以下「運営委員

会」という。）を置く。 

２ 運営委員会は、委員長、副委員長および委員をもって組織する。 

３ 委員長は企画部長とし、副委員長は情報政策課長とする。 

４ 委員は、別表第２に掲げる職にある者をもって充てる。 

５ 委員長は、必要があると認めるときは、運営委員会に前項に掲げる委員以外

の者の出席を求め、意見を聴き、または説明を求めることができる。 

６ 運営委員会の所掌事項は、つぎのとおりとする。 

(1) 最高情報化管理責任者決定事項について、推進本部に先立ち、企画内容を
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点検し、および必要な意見を付すこと。 

(2) 情報化の推進に係る重要事項について調査し、および審議すること。 

７ 運営委員会の庶務は、情報政策課が処理する。 

８ 運営委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。 

（令３訓令８・令５訓令11・一部改正） 

（統括情報化管理責任者） 

第９条 区の情報化の管理運営を統括する者として、統括情報化管理責任者を置

く。 

２ 統括情報化管理責任者は企画部長とする。 

３ 統括情報化管理責任者は、つぎに掲げる事項を取り扱う。 

(1) 情報化基本計画の推進に関すること。 

(2) 情報化基本計画の立案および進捗状況の把握に関すること。 

(3) 情報化に係る総合調整および指導に関すること。 

(4) 企画開発基準に基づく情報システムの導入審査に関すること。 

(5) システム評価の結果に対する是正策に関すること。 

(6) システム監査の計画に関すること。 

(7) 庁内基盤システムの指定に関すること。 

(8) 前各号に掲げるもののほか、情報化の推進に関し必要な事項 

（令３訓令８・一部改正） 

（統括情報システム管理者） 

第10条 区の情報化の管理運営に関する主たる実務を担当する者として、統括情

報システム管理者を置く。 

２ 統括情報システム管理者は、情報政策課長とする。 

３ 統括情報システム管理者は、つぎに掲げる事項を取り扱う。 

(1) 情報施策の実施に関すること。 

(2) 企画開発基準に基づく情報システムの導入審査に関すること。 

(3) 住民情報システム、庁内基盤システムおよび共通基盤の情報セキュリティ

に関すること。 

(4) システム評価の実施に関すること。 
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(5) システム監査の実施に関すること。 

(6) 情報システムの総合的な管理運営に関すること。 

(7) 情報システムの企画、開発および運用に係る技術指導および支援に関する

こと。 

(8) 情報システム利用業務の事務処理方法の改善に関すること。 

(9) 住民情報システム、庁内基盤システムおよび共通基盤の企画、開発、運用

および管理に関すること。 

(10) 特例基盤システムの指定に関すること。 

(11) 特例基盤システムの利用に係る指導に関すること。 

(12) ネットワークの整備および運用に関すること。 

(13) 前各号に掲げるもののほか、情報化の管理運営に関し必要な事項 

（平18訓令11・平20訓令10・平27訓令15・令３訓令８・一部改正） 

（情報化責任者） 

第11条 各課において主体的に情報化を推進する者として、情報化責任者を置く。 

２ 情報化責任者は課長とする。ただし、担当課長を置く課にあっては、課長が

定めるところにより、担当課長をその担任事務に係る部分についての情報化責

任者とすることができる。 

３ 情報化責任者は、つぎに掲げる事項を取り扱う。 

(1) 課の情報化計画に係る企画、立案および進捗状況の把握に関すること。 

(2) 課の情報システムの企画、開発、運用、管理および情報セキュリティに関

すること。 

(3) 特例基盤システムの指定を受けた所管の情報システムの企画、開発、運用、

管理および情報セキュリティに関すること。 

(4) 特例基盤システムの指定を受けた所管の情報システムに係る調整および

進捗状況等の把握に関すること。 

(5) 電子情報の処理に従事する所属職員の育成に関すること。 

(6) 前各号に掲げるもののほか、課の情報化の実施に関し必要な事項 

（平18訓令11・平20訓令10・令３訓令８・一部改正） 

（情報化担当者） 
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第12条 各課の情報化責任者を補佐し、課内の情報化を推進する者として、情報

化担当者を置く。 

２ 情報化担当者は情報化責任者が選任する。 

３ 情報化責任者は、情報化担当者を選任し、または変更した場合は、統括情報

システム管理者に通知しなければならない。 

４ 情報化担当者は、情報化責任者の指示に基づき、つぎに掲げる業務を行う。 

(1) 課の電子情報の処理の促進および改善に関すること。 

(2) 情報政策課との連絡および調整に関すること。 

(3) 課の情報化責任者が所管する情報システムの現状把握に関すること。 

(4) 前３号に掲げるもののほか、課の情報化責任者が所管する情報システムの

企画、開発、運用、管理および情報セキュリティに関し必要な事項 

（平18訓令11・令３訓令８・一部改正） 

第３章 情報化基本計画 

（情報化基本計画の策定） 

第13条 最高情報化管理責任者は、計画期間における情報政策の基本理念を明ら

かにした上で、情報化基本計画を定めなければならない。 

２ 情報化基本計画は、情報通信技術の進展等に対応するため、必要に応じて計

画内容の点検および見直しを行うものとする。 

（平21訓令24・全改、平29訓令12・令３訓令８・一部改正） 

（情報化基本計画策定方針） 

第14条 最高情報化管理責任者は、情報化基本計画を策定するときは、あらかじ

め情報化基本計画の策定方針を定めなければならない。 

第４章 情報システムに関する基本原則 

（情報システム活用の原則） 

第15条 全て情報システムの運営は、別に定めるところにより、計画的、効果的

および効率的に行わなければならない。 

（平27訓令31・一部改正） 

（情報セキュリティ確保の原則） 

第16条 全て情報システムの運営は、情報セキュリティを確保したうえで行わな
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ければならない。 

（平20訓令10・平27訓令31・一部改正） 

（情報システム管理運営の原則） 

第17条 情報システムの運営に当たっては、その企画段階から保守運用段階まで、

情報化責任者が実施の責務を負う。 

２ 統括情報システム管理者は、区の情報システムの総合的な管理を行うために

必要な措置を講じなければならない。 

３ 情報システムの企画および開発は、統括情報システム管理者が別に定める規

定に基づき行うものとする。 

４ 統括情報システム管理者は、区の情報システムの効率的かつ適正な管理運営

を図るため、情報システムの導入検討、企画、開発および運用ならびに業務の

処理内容、利用実績その他必要な事項について、報告を求め、指導、助言また

は適切な支援を行うことができる。 

（令３訓令８・一部改正） 

（連絡調整会議） 

第18条 区の情報システムについて各課間の連絡調整を図るため、統括情報シス

テム管理者を議長とする連絡調整会議を設置する。 

２ 連絡調整会議は、統括情報システム管理者が必要に応じ、随時関連する情報

化責任者を招集して行う。 

３ 統括情報システム管理者は、前項に掲げる情報化責任者のほか、必要と認め

る者を連絡調整会議に招集することができる。 

４ 連絡調整会議の運営に関し必要な事項は、統括情報システム管理者が別に定

める。 

第５章 情報システムの企画および開発 

（情報システムの企画および審査） 

第19条 情報化責任者は、所管する課に情報システムを導入し、または既存の情

報システムを変更しようとするときは、その導入または変更の目的、効果、経

費等を明確にしたうえで、別に定める情報化企画書を作成し、統括情報システ

ム管理者に提出しなければならない。 
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２ 統括情報システム管理者は、前項の規定により提出された情報化企画書が区

の情報政策の基本理念および情報化基本計画に合致したものであり、有効性、

効率性等の観点から見て適切な内容となっているかを検証し、その実施の可否

を判断するために、企画開発基準に基づくの審査を実施する。 

３ 統括情報システム管理者は、前項の審査を経て、導入または変更の可否を情

報化責任者に通知する。 

４ 第１項の規定により提出された情報化企画書がつぎの各号のいずれかに該当

すると統括情報システム管理者が判断した場合は、最高情報化管理責任者決定

事項について、推進本部および運営委員会の意見を聴取することなく、最高情

報化管理責任者の審査に付すことができる。 

(1) 人の生命、身体、健康または財産に対する危険を防止するため、緊急かつ

やむを得ないと認められるとき。 

(2) 法令、制度等の新設、改正等に対応するため、緊急に情報システムの導入

または変更を行う必要があると認められるとき。 

(3) 前２号に掲げるもののほか、統括情報システム管理者が特に必要と認める

とき。 

５ 情報化企画書の審査の内容に関し必要な事項は、統括情報システム管理者が

別に定める。 

（平21訓令24・令２訓令34・令３訓令８・一部改正） 

（情報システムの調達） 

第20条 情報システムの調達に当たっては、契約仕様等の内容を精査し、最少の

経費で最大の効果をあげるよう努めなければならない。 

２ 統括情報システム管理者は、前項の目的を達成するために、情報化責任者に

報告を求める等適切な措置を講じなければならない。 

（情報システムの開発） 

第21条 第19条の手続を経ない情報システムの開発は、原則としてこれを行って

はならない。ただし、法令等の改正その他の場合で、緊急かつやむを得ないと

統括情報システム管理者が特に認めたときは、同条第３項および第４項に規定

する情報化計画の可否決定前に開発に着手することができる。 
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２ 情報化責任者は、情報システムを開発するに当たって組織された体制の活動

状況、計画の進捗状況等を適切に管理し、情報システムを高品質のものとする

よう努めなければならない。 

３ 情報システムの開発手続に関し必要な事項は、統括情報システム管理者が別

に定める。 

（平22訓令12・令２訓令34・令３訓令８・一部改正） 

（プロジェクト管理） 

第22条 情報化責任者は、情報システムを効率的に開発し、かつ、その品質を向

上させるために、適切な進捗管理を行う等プロジェクト管理を実施し、その責

任を負う。 

（令３訓令８・一部改正） 

（外部委託） 

第23条 情報システムの開発、保守および運用の一部または全部を委託する場合

は、統括情報システム管理者が別に定めるところにより実施するものとする。 

第６章 情報システムの管理および運用 

（情報システムの登録） 

第24条 統括情報システム管理者は、区が保有する情報システムの現況を把握す

るため、情報システム台帳を整備しなければならない。 

２ 情報化責任者は、所管する情報システムの運用を開始し、または変更したと

きは、別に定めるところにより、当該情報システムを情報システム台帳に登録

しなければならない。 

（平22訓令12・一部改正） 

（情報システムの運用および保守） 

第25条 情報システムの運用および保守は、統括情報システム管理者が別に定め

るところにより実施するものとする。 

第７章 システム評価 

（システム評価の実施） 

第26条 情報システムの有効性、効率性、信頼性、安全性等の確保および向上を

目的として、区が導入した情報システムについて、システム評価を実施する。 
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２ システム評価を実施する対象は、統括情報化管理責任者が指定するものとす

る。 

３ システム評価は、情報システムの運用および保守の段階で必要に応じて実施

する。 

４ システム評価の結果、問題があると認められる情報システムは、統括情報化

管理責任者に改善計画を提出し、その承認を受けなければならない。 

５ システム評価は、統括情報システム管理者が別に定めるところにより実施す

るものとする。 

（平21訓令24・平24訓令26・一部改正） 

第８章 ネットワークの管理 

（ネットワークの管理等） 

第27条 統括情報システム管理者は、安全性および可用性に十分配慮し、ネット

ワークの効果的な運用管理を行わなければならない。 

２ 情報化責任者は、個別にネットワークを構築し、または機器等を統括情報シ

ステム管理者が管理するネットワークに接続して電子情報の処理を行う場合は、

別に定めるところにより必要な手続を行い、適正にその運用管理を行わなけれ

ばならない。 

３ ネットワークを利用する場合は、別に定める規定を遵守しなければならない。 

４ ネットワークの管理、利用制限等に関し必要な事項は、統括情報システム管

理者が別に定める。 

（平22訓令12・一部改正） 

第９章 情報セキュリティ 

（練馬区情報セキュリティポリシー） 

第28条 区の情報資産の機密性、完全性および可用性を確保し、もって安全な区

民生活に資するため、練馬区情報セキュリティポリシー（練馬区情報セキュリ

ティに関する基本方針、練馬区情報セキュリティに関する要綱（平成20年３月

31日19練企情第1686号）および練馬区情報セキュリティ対策基準（平成20年３

月31日19練企情第1686号）の総称をいう。以下同じ。）を別に定め、情報セキ

ュリティに関する対策を実施する。 
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２ 全ての情報システムの企画、開発および運用を行うに当たっては、練馬区情

報セキュリティポリシーで定められた事項を遵守し、情報セキュリティの維持

に努めなければならない。 

（平20訓令10・平27訓令31・平29訓令12・一部改正） 

第10章 システム監査 

（システム監査の実施） 

第29条 区に設置された情報システムの信頼性、安全性、効率性等を点検するた

め、システム監査を実施する。 

（システム監査の実施体制） 

第30条 統括情報化管理責任者は、システム監査を行う場合は、対象となる情報

システムをあらかじめ指定し、統括情報システム管理者の管理下において実施

しなければならない。 

２ システム監査に関する手続に関し必要な事項は、統括情報システム管理者が

別に定める。 

第11章 情報化教育 

（教育計画の立案および実施） 

第31条 統括情報システム管理者は、区の情報化を推進するために必要な教育を

計画し、職員等に実施しなければならない。 

２ 情報化責任者は、担当する事務の情報化を推進するために必要な教育を、職

員等に実施しなければならない。 

第12章 標準化 

（標準化） 

第32条 統括情報システム管理者は、区の情報システムに係る標準を設け、効率

的な情報化を推進するものとする。 

２ 情報システムに係る標準の詳細は、統括情報システム管理者が別に定める。 

第13章 委任 

（委任） 

第33条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

付 則 
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この規程の適用前に練馬区電子計算組織の管理運営に関する規則（昭和60年１

月練馬区規則第５号）の規定によりなされた決定は、それぞれこの規程の相当す

る規定に基づいてなされた決定とみなす。 

付 則（平成17年３月訓令第16号） 

この規程は、平成17年４月１日から適用する。 

付 則（平成18年３月訓令第11号） 

この規程は、平成18年４月１日から適用する。 

付 則（平成19年３月訓令第６号） 

この規程は、平成19年４月１日から適用する。 

付 則（平成19年６月訓令第34号） 

この規程は、平成19年６月26日から適用する。 

付 則（平成20年３月訓令第10号） 

この規程は、平成20年４月１日から適用する。 

付 則（平成20年12月訓令第21号） 

この規程は、平成21年１月１日から適用する。 

付 則（平成21年３月訓令第24号） 

この規程は、平成21年４月１日から適用する。 

付 則（平成22年３月訓令第12号） 

この規程は、平成22年４月１日から適用する。 

付 則（平成24年３月訓令第８号） 

この規程は、平成24年４月１日から適用する。 

付 則（平成24年６月訓令第26号） 

この規程は、平成24年７月１日から適用する。 

付 則（平成26年３月訓令第９号） 

この規程は、平成26年４月１日から適用する。 

付 則（平成27年３月訓令第15号） 

この規程は、平成27年４月１日から適用する。 

付 則（平成27年７月訓令第31号） 

この規程は、平成27年７月30日から適用する。 
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付 則（平成27年10月訓令第32号） 

この規程は、平成27年10月５日から適用する。 

付 則（平成28年３月訓令第10号） 

この規程は、平成28年４月１日から適用する。 

付 則（平成29年３月訓令第12号） 

この規程は、平成29年４月１日から適用する。 

付 則（平成30年５月訓令第27号） 

この規程は、平成30年５月23日から適用する。 

付 則（令和２年５月訓令第34号） 

この規程は、令和２年５月15日から適用する。 

付 則（令和３年３月訓令第８号） 

この規程は、令和３年４月１日から適用する。 

付 則（令和４年３月訓令第２号） 

この規程は、令和４年４月１日から適用する。 

付 則（令和５年３月訓令第11号） 

この規程は、令和５年４月１日から適用する。 

別表第１（第６条関係） 

（平27訓令15・全改、平27訓令31・平28訓令10・令４訓令２・令５訓令

11・一部改正） 

教育長 

技監 

区長室長 

企画部長 

区政改革担当部長 

危機管理室長 

総務部長 

人事戦略担当部長 

施設管理担当部長 
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区民部長 

産業経済部長 

都市農業担当部長 

地域文化部長 

福祉部長 

高齢施策担当部長 

健康部長 

練馬区保健所長 

地域医療担当部長 

環境部長 

都市整備部長 

建築・開発担当部長 

土木部長 

会計管理室長 

教育振興部長 

こども家庭部長 

選挙管理委員会事務局長 

監査事務局長 

農業委員会事務局長 

議会事務局長 

別表第２（第８条関係） 

（平27訓令15・全改、平28訓令10・平30訓令27・一部改正、令３訓令８・

旧別表第３繰上） 

区長室広聴広報課長 

企画部企画課長 

企画部区政改革担当課長 

企画部財政課長 

危機管理室危機管理課長 



17/17 

総務部総務課長 

総務部文書法務課長 

総務部情報公開課長 

総務部経理用地課長 

総務部職員課長 

総務部人材育成課長 

区民部戸籍住民課長 

産業経済部経済課長 

地域文化部地域振興課長 

福祉部管理課長 

健康部健康推進課長 

環境部環境課長 

都市整備部都市計画課長 

土木部管理課長 

会計管理室長 

教育振興部教育総務課長 

こども家庭部子育て支援課長 

選挙管理委員会事務局長 

監査事務局長 

議会事務局次長 

 


